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奨学金の募集・お知らせ  
８月下旬から、奨学金の案内が学校に届いています。現在は、「石川県奨学金」「高等専門学校進学

希望者への奨学金」「交通遺児育英会奨学金」「あしなが育英会奨学金」などの進学援助である奨学金

の予約募集がきています。詳しい内容をお知りになりたい方は、担任の先生まで連絡してください。要

項等をお渡しします。申込には戸籍謄本などいろいろな書類が必要な場合がありますので、早めに連絡

をお願いします。募集締め切りは以下の通りです。 

高等学校等就学支援金制度  
国公私立問わず、高校等の授業料の支援として「市町村民税所得割額」と「道府県民税所得割額」の

合算額が５0 万７,０00円（年収 910万円程度）未満の世帯に「就学支援金」が支給されます。 

就学支援金の支給限度額は、全日制は月額 9,900 円【公立の定時制高校は月額 2,700 円、通信制高

校は月額 520 円、私立の定時制・通信制高校は月額 9,900 円】です。単位制の場合は支給額が異なり

ます。また、「市町村民税所得割額」と「道府県民税所得割額」の合算額が以下に該当する私立高校生

等の世帯の方には、就学支援金の加算があります。 

市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額 私立高校生等の世帯の就学支援金 

0 円(非課税)(年収 2７0万円未満程度） 2.5 倍 （全日制の場合 24,750 円/月） 

～８万５５00 円未満（年収 2７0～350万円程度） 2.0 倍 （全日制の場合 19,800 円/月） 

～２5万７500円未満（年収 350～590万円程度） 1.5 倍 （全日制の場合 14,850 円/月） 

就学支援金の受給資格を得るためには、申請書（高校を通じて配布されます）と、マイナンバーカー

ドの写し or課税証明書（市区町村の窓口で発行されます）等の所得を証明する書類を提出することが必

要です。令和２年度に入学される方は、原則高校入学後４月に申請書等を提出いただくことになります。 

石川県の奨学金（予約採用）  
 石川県では、勉学意欲がある生徒を支援するため、中学校在学中に、高校奨学金の貸与の予約採用の

募集を行っております。（予約手続きを行うことで、進学後、速やかに奨学金を貸与するものです） 

１．貸与月学（無利子） 

区   分 自宅通学 自宅外通学 

国 公 立 18,000 円 23,000 円 

私   立 30,000 円 35,000 円 

２．予約採用で借りることができる人 

・保護者が県内に在住している。 

・世帯収入がおおむね次の表程度である。 

世帯人数 世 帯 構 成 年収の上限額 

３人 父親、母親、本人 880 万円程度 

４人 父親、母親、本人、弟妹１人（中学生） 950 万円程度 

５人 父親、母親、祖父（母）、本人、弟妹１人（中学生） 1,010 万円程度 

６人 父親、母親、祖父、祖母、本人、弟妹１人（中学生） 1,050 万円程度 

  ※表の「年収の上限額」は、あくまでも目安で、世帯の構成・事情により異なります。 

３．募集締め切り 

・担任に、９月１２日（木）～９月１９日（木）までに申し出ていただき、中学校に

９月２６日（木）までに書類を提出してください。準備する書類が多数ありますので、なる

べく早めに申し出ください。 

津幡町立津幡南中学校  

３年学年会 



高等専門学校進学希望者への奨学金（予約制度）  
１．貸与月額（無利子） 

区 分 月 額（1～3 年） 月 額（4，5 年） 

国公立 
自宅通学 最高 21,000円 最高 45,000 円 

自宅外通学 最高 22,500 円 最高 51,000 円 

私 立 
自宅通学 最高 32,000 円 最高 53,000 円 

自宅外通学 最高 35,000 円 最高 60,000 円 

２．予約採用で借りることができる人 

・中学校の３学年に在籍し、令和２年４月に高等専門学校への進学を希望する者で、人物・学業とも優

れ、健康上修学に支障がなく、経済的理由により修学が困難な者。 

３．募集締め切り 

・担任に、１０月１日（火）～１１月１５日（金）までに申し出ていただき、中学

校に書類を提出してください。準備する書類が多数ありますので、なるべく早めに申し出ください。 

交通遺児育英会の奨学金（予約制度）  
１．貸与金額（無利子） 

・月額２万円、３万円、４万円から選択できます。 

・入学一時金として、２０万円、４０万円、６０万円から選択できます。 

２．予約採用で借りることができる人 

・保護者等が自動車やバイクの事故など、道路における交通事故で死亡したり、重い後遺障害のため働

けず、経済的に修学が困難な生徒であること。 

・給料所得者：７８０万円（源泉徴収票の支払金額）以下 

 給料所得者以外：３６０万円（所得証明書の所得金額）以下 が収入基準。 

３．募集締め切り 

・担任に、９月１２日（木）～１月１０日（金）までに申し出ていただき、中学校に

書類を提出してください。準備する書類が多数ありますので、なるべく早めに申し出ください。 

あしなが育英会の奨学金（予約制度）  
１．貸与金額 

国公立月額 ４5,000 円（内貸与２５,０００円・給付２０,０００円） 

私立月額 ５0,000 円（内貸与３０,０００円・給付２０,０００円） 

私立入学一時金 30 万円 

２．予約採用で借りることができる人 

・保護者（父親または母親など）が病気や災害（道路上の交通事故をのぞく）または自死（自殺）など

で死亡、あるいは保護者が著しい障害を負っている家庭の子ども。 

・著しい障害とは、次の障害認定を受けている場合をいいます。 

 イ．国民年金法による第１～５級 

 口．身体障害者福祉法、厚生年金保険法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等による第１～

５級 

 八．労働者災害補償保険法等にもとづく第１～５級 

３．募集締め切り 

・担任に、１０月８日（火）～１１月１５日（金）までに申し出ていただき、中学

校に書類を提出してください。準備する書類が多数ありますので、なるべく早めに申し出ください。 

 


